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３意思表示 

 

3-1 詐欺 

詐欺による意思表示は、取り消すことができる。 
ただし、善意の第三者に対抗することができない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三者からの詐欺； 
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事

実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例；売主 A が詐欺を理由に売買契約を取消し 

売主 A 買主 B 善意の第三者 C 

A は詐欺を理由に AB 間の売買契約を取消しても、その取消しの効果を善意

の第三者 C には対抗できない。 

売主 A 買主 B 

第三者 C 

第三者 C が売主 A に詐欺を働いたことによって 
AB 間に売買契約が成立したというケース 
 
買主 B が詐欺の事実について 
善意→取消すことはできない。 
悪意→取消すことができる。 
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3-2 強迫 
強迫による意思表示は、取り消すことができる。 
強迫による意思表示は、善意の第三者にも対抗することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三者からの強迫の場合、相手方が善意であっても取消すことができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例；売主 A が強迫を理由に売買契約を取消し 

売主 A 買主 B 善意の第三者 C 

Aは強迫による意思表示の取消しを善意の第三者Cにも対抗することができ

る。 

売主 A 買主 B 

第三者 C 

第三者 C が売主 A を強迫したことにより、AB 間

に売買契約が成立したというケース 
 
買主Bが強迫の事実について善意であったとして

も A は取消すことができる。 


